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浦安市を例にとり、民生家庭部門における電気使用量の将来予測を行った。家庭での電力需要は大型の

家電機器類と照明機器およびその他の機器の使用によるとし、これらによる将来の需要量を学習曲線など

を用いてボトムアプ方式で推定した。また各家庭での節電行動や市民への働きかけがもたらす省エネ効果

の程度についても推算した。2030 年度での家電機器利用に起源する電力需要の最大可能削減量は 2013 年

度比で～17％、家庭での省エネ努力による削減量も加味すれば最大 30～40％の程度となることがわかった。 
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1. はじめに 

 

我が国の一次エネルギーのうち 29％は民生部門

において消費され、そのうちの 55%は家庭部門で消

費されている。電気エネルギーに関してのこれらの

割合はそれぞれ 57% および 51%である｡1) 我が国

では西暦 2030 年度までに、2013 年度比の 74%まで

の CO2 排出量削減を目標としており、家庭部門では

60%までの省エネルギー（省エネ）も可能であると

している｡2) これに鑑みれば、家庭部門での省エネ努

力の高揚は、今後ますます要請されるところである。

しかし実際に家庭部門では将来、どれほどまでにエ

ネルギー消費削減が可能なのかについての具体的検

討は少ない。当報文では千葉県浦安市を例にとり、

浦安市民のエネルギー利用、特に電気エネルギー利

用量の将来予測をボトムアプ方式で行い、省エネ程

度の限界を検討する。当報文での方法論は、浦安市

と類似の都市形態や類似のエネルギー消費傾向を持

つ諸都市に適用可能である。 

東京都江戸川区の南東に隣接する浦安市の近年の

人口はほぼ一定で約 163000 人、74000 世帯であり、

今後も大きな変化はないとみられる。現在の世帯当

たりの人数は 2.2人、65歳以上の人口割合は 18.7%、

14 歳以下は 15.2％である。1975 年に第一期の、1980

年に第二期の埋立事業がそれぞれ終了して大規模な

住宅地として開放された結果、現在の市内には共同

住宅 53000 戸、一戸建てなど 15500 戸、全住宅に占

める共同住宅割合は約 77％の状態となっている。こ

の共同住宅割合は東京 23 区が 74%、千葉県平均が

44%であることに比すれば、きわめて高い値となっ

ている。浦安市の第一期、第二期埋立地におけるこ

うした共同住宅の平均延べ面積はそれぞれ 94.4m2/

戸、および 127.7m2/戸である｡3, 4) 

Fig.1に 1970年以降の浦安市民１人当たりの電気、

都市ガス、および水道利用に基づく CO2 排出量の経

年変化を示す｡3) 行政や企業が家庭用に配布する環

境家計簿では、このような資源の使用量を記録する。

都市ガス、水道についての浦安市民の使用量は、過

去 30 年以上にわたってほぼ一定であった。しかし

電気使用量は時代とともにしだいに上昇し、2010 年

近傍からは上昇率が鈍り安定化の兆しもうかがえる

ものの、今後の動向は明らかではない。従って、家

庭部門での省エネ対象のひとつが今後の電気使用量

の削減にあることは明らかである。 

以下第 2 章では代表的な家電機器の電気使用量

経年変化を求め、それを用いてこれらの機器以外に 
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Fig.1 浦安市民のエネルギー源別 CO2 排出量原単位経

年変化（電気エネルギーは他地域分も比較のため

表示） 

 

よる電気使用量の経年変化状況を求める。こうして

求めた電気使用量は照明機器やその他の機器による

ものであるして、第 3 章では照明機器が LED に置換

する場合の将来の電気使用量を算出し、それによる

省エネ程度を推算する。第４章では家庭レベルでの

種々の節電行動による省エネ効果を検討する。当報

文での〝浦安市″とは、浦安市の統計量や設定値が

利用できる場合にはそれらを用い、それらが存在し

ない場合には千葉県値、東京都値、南関東値、さら

に全国平均値を順次、採用したものをさすとする。

また、電気使用量単位は MWh/年/人 とする。 

 

 

2. 家電機器による電気使用量の経年変化 

 

Fig.1 に示した「電気」の CO2 排出量曲線は電気使

用量に比例する。ここでは種別ごとの家電機器の年

間電気使用量を重畳すれば、Fig.1 から得られる電気

使用量の経年変化曲線となることを利用して、浦安

市民一人当たりが保有する各機器の数およびエネル

ギー効率の経年変化の様相を既存の関数を用いて表

す。そうした関数を将来の方向へ外挿することで、

2015 年以降の電気使用量を推定する。以下では便宜

的に家電機器を、(ⅰ) 大型家電機器（単に「家電機

器」と呼ぶ）、および(ⅱ) 照明機器やコンセント利

用の小型機器類（これらを以下では「照明機器」お

よび「その他の機器」と呼ぶ）とに大別する。当章

では (ⅰ) の家電機器について検討する。こうした

検討のために利用できる家電機器の公表統計量はス

トックの数量､5, 6)  ストックのエネルギー利用効率 5) 

などである。上述の経年変化様相を表現する関数の

算出のためには、特定の年次での購入数やその年次

で購入された機器の効率などが必要となるが、スト

ック値はこれらに対応するものではない。ここでス

トックとは任意の時点で浦安の各家庭が保有する機

器をさし、これは当該年以前において購入されてき

た機器の重畳であることに注意する必要がある。以

下では時間を年単位で与える。 

 いま n 種類の家電機器 i (i =1,…,n ) がある場合、

任意の年次 t における一人あたりの年間電気使用量

U(t) は以下の式で与えられる。 
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ここで t’ は機器 i の購入年、wi (t’ ) は一台の機器 i 

が一定のパフォーマンスを実行するために必要とす

る電気量､7, 8)  Ti (t ) は年間利用時間､7, 8)  Ni (t; t’ ) 

は時刻 t’ において購入した i が t において残存する

数量である。量 U(t ) の算出には t’ ≦t におけるこれ

らの情報が必要となる。 

  式（1）での残存数 Ni (t;t’ ) の t’ に関する和は、

時刻 t での機器 i の保有数（ストック数）Si (t )とな

る。数量 Si (t ) は各個人が新規または買替えで購入

する数量 Ii (t’ ) を用いて、以下のように与えられる。 
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ここで Φi ( t;t’ ) は機器 i の残存率であり、参考文献
9) に従って t と t’ に関する Weibull 分布で与えられ

るとし、簡単のため以下の指数βは i には依らず一

定（β=3.5）であるとしよう。すなわち 

     −−−= iii tttt exp)(exp);(  (3) 

機器 i の平均寿命（または平均買替え時間）は既知
5, 6, 10) で、τi とする場合 

     


=

=
00

);(/);( dttdtt iii     (4) 

従って定数αは以下の式で与えられる。 
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ここで Γ(x) はガンマ関数である。 

数量 I i (t’ ) は式(2)から、保有数 6) Si (t ) を与えて算

出する。Si (t ) が連続関数として与えられる場合には、

I i (t’ ) は式(2)を第一種の Volterra 型積分方程式とし

て解き、t’ の連続関数として算出することができる 
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Fig.2 浦安市民が保有する家電機器数量の経年変化（エ

アコン上下限値はχ*2 がその最小値から 10% 以

内にある範囲を表す） 

 

が、ここでは離散的に式(2)を以下のような漸 

化式に変形し、離散時刻 t(m) での購入数 Ii (t )≡Ii (t
(m) )

を求めるものとする。 
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(6) 

ただし Ii (t
(0) ) を初期時刻での購入数として与える。

こうして導出した Ii (t ) を用いれば、量 Ni (t;t’ ) の

算出が可能となる。 

 一方、時刻 t における機器 i のストック分が単位

パフォーマンスを実施するために消費する電気量

Wi (t ) は、以下の式で算出できる。 
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(7) 

Wi (t ) が既知 6) の場合、式( 6 )と類似の漸化式に変

形して上式中の wi ( t 
(j ) )、すなわち、式( 1 )中の数

量 wi (t’ ) を算出することができる。 

数量 wi (t ) の逆数は機器 i のエネルー効率 εi ( t ) 

に比例するが、簡単のため以下では効率が公表され

ていないものについては、当該効率が一種の学習曲

線に従って経年変化するものと仮定しよう。すなわ

ち、 

           cbttati += ),;()( 0            (8) 

ここで ζ (t;t0,b) は以下のジグモイド (Sigmoid) 関数

とする。 

        

Fig.3 代表的家電機器のエネルギー効率（機器効率）の

経年変化 

 

   2)(tanh1),;( 00 ttbbtt −+    (9) 

ただし、a, b, c は定数であり、それらの値は文献 7, 9) 

に基づいて推算する。また、浦安市民一人あたりの

機器 i の保有数 Si についても、それがデータとして

公表されてはいない（将来も含む）時間範囲では、

同様に以下のジグモイド関数によって内外挿するも

のとしよう。 

            ),;()( iiii BTtCtS =           (10) 

ただし Ci, Ti, Bi は定数である。 

 以下では機器 i を次のように設定するが、これら

のうち i =1～10 にはエネルギー効率や世帯あたり

の機器保有数に関する我が国全体の平均データが公 

表されている。5,6)  i =1：暖房モードで利用するルー 

ムエアコン、i =2：冷房モードで利用するルームエ

アコン、i =3：温風ヒーター、i =4：電気カーペット、

i =5：電気洗浄便座、i =6：電気冷蔵庫、i =7：電気

掃除機、i =8：電気洗濯機、i =9：電子レンジ、i =10：

カラーテレビ、i =11：照明機器、および i =12：コン

セントを利用するその他の電気機器（以後、これを

「その他の機器」と記述する）。既述のとおり、これ

らの電気利用量を各年ごとに集計することで、Fig.

１から示唆される電気使用量の経年変化曲線となる

ことに注意しよう。 

 Fig.2 に上記のアイテム１から 10 までの家電機 

器の、浦安市民一人あたり保有数 Si ( t ) の実測値、

およびジグモイド関数による内外挿曲線を示す。ジ

グモイド関数の定数は修正カイ二乗値、χ*2を最小 
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Fig.4 家電機器および照明機器とその他の機器による電気

使用量の経年変化、およびこれらの総和の経年変化。

「照明機器他」は「照明機器」と「その他の機器」

の和を表す 

 

にする条件により決定したものである。この場合、 

（詳細を図示しないが）実測値はこのような成長曲

線によくフィットするものであることがわかり、家

電機器の購入はある種の学習過程に基づくことが示

唆される。 

 Fig.3 に代表的な家電機器 i についての購入年に

おける平均的なエネルギー効率 εi (t ) の経年変化を

示す。エアコンの暖房モード（i =1）、冷房モード（i 

=2）、冷蔵庫（i =6）の値については文献 5) によって

与えられたストック効率から算出したものである。

テレビおよび温水洗浄便座については既述のとおり、

文献 7, 9) によるエネルギー効率の時間的な改善程度

をジグモイド曲線にフィッティングさせたものであ

る。また、平均値はこれらの効率の単純な平均であ

り、効率 εi (t )が不明な機器については、この平均的 

なエネルギー効率を適用するものとする。 

こうした Si (t ), εi (t ), wi (t ) および Ti (t )≡Ti の標準

的な値 7, 8) を用いる場合、i =11（照明機器）および

i =12（その他の機器）を除く家電機器の利用による

電気使用量の経年変化を Fig.4 に示す。これらの家

電機器からの寄与は t ～2000年を中心にブロードな

極大値を持ち、t ＞2010 年では t の増加とともにし

だいに減少して一定値に漸近する傾向を持つ。すな

わち、こうした機器類についてはパラダイムの転換

を伴う、革新的技術による新機種の登場や顕著なエ

ネルギー効率の上昇がない限り、将来の電気使用量

は t ～2000 年のほぼ 60％程度の値に漸近すること

になる。 

Fig.3 において、t ～2015 年での εi の広がりか 

ら、こうした予測値の不確定幅は仮に±10%程度で 

あるとして議論をすすめよう。 

 

 

3. 照明およびその他の機器による電気使用量 

 

 浦安市民１人当たりの年間電気使用量U(t)とFig.4

に与えた「家電機器」対応の曲線との差が i =11（「照

明機器」）、および i =12（「その他の機器」）からの寄

与となる。Fig.4 にはこれらの和を「照明機器他」と

記し、これによる電気使用量の経年変化も示してい

る。この曲線を以後、Y (t ) と記す。当曲線 Y (t ) の

t ＞2015 年 の値はジグモイド曲線による外挿値で

ある。同図には家電機器による使用量との和も使用

量総和として示している。全電気使用量に対する機

器 i =11 および 12 の電気使用量の和の全国平均割合

は、2009 年度では 50％をやや上回る程度であるとさ

れている｡11)  Fig.4 はこの傾向に矛盾しない。 

 日本国内での照明機器（白熱灯、蛍光灯、LED ラ

ンプ）の年間生産量と輸出入量 12,13）をもとに、仮に

wi=11 =1、Ti=11 =1、wi=12 =0、Ti=12 =0 とおいて、定数

を省略して算出した照明機器の電気使用量経年変化

曲線は（ここでは図示しないが）、Fig.4 に示した曲

線 Y (ｔ)、すなわち「照明機器他」のそれと極めて

よく類似した経年挙動を示す。従って、Fig.4 に示し

た電気使用量曲線 Y (t ) は、その大きな部分が照明

機器、および電力消費特性がそれに類似した機器の

使用に因っていることを示唆している。しかし、こ

うした過去の傾向が将来に亘っても現出するとは限

らない。以下ではエネルギー効率の改善を考慮しな

い場合、Y (ｔ) のうちの割合ηだけが「照明機器」

に因ったものであるとしよう。 

 Fig.4 によれば、t ≈2010 年での「照明機器他」に

よる電気使用量は全体の半分を超える（すなわち Y 

(ｔ)/(全使用量)≈0.8/1.5≈0.53）。わが国全体では、照

明機器のみによる 2009 年度の電気使用量割合は全

体の 13.4%であるとされている。11) 南関東地方にお

ける家庭の電灯による電気使用量は 2011 年度で平

均 0.2 MWh/年/人 の程度とするデータ 18) はあるが、

これを凌駕する他地域 9) も多い。しかし、浦安市に

おける使用量については不明である。いま浦安市に

おけるパラメータηは、1＞η•Y ( t )/(全使用量)＞

0.134、すなわち 1>η>0.25 の範囲にあるとする。 

はじめに、照明機器（i =11）に関する諸量の経年

変化状況を検討しよう。このために以下の事柄を仮 

定する。 
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 (1) 1980 年以降、我国での白熱灯生産数は蛍光灯 

Fig.5 照明機器に関する数量の経年変化。“従来値”は   

   LED 効率が従来と同一の場合の値。LED に関す   

   る値は LED が“効率化”される場合の値を表示 

 

のそれを大幅に下回り､14） 現在ではその製造、輸入

ともに禁止の方向にある。15) 白熱灯の平均寿命は

2000 時間、蛍光灯のそれは 12000 時間であること 8) 

からも、浦安市の家庭では全照明機器による電気使

用量中で白熱灯の占める割合は充分小さいものとす

る。 

 (2) t ＜2003 年での家庭内での照明手段は主と

して蛍光灯によるものとし、室内の明るさはランプ

数を増やす事によって達成されたとする。t ≥2003

年では照明機器の買替え時に蛍光灯は LED ランプ

（や有機 EL 照明）にしだいに置き換えられるもの

とする。2003 年は LED ランプ販売開始年である。

買替え時の置き換え率をδとする。 

(3) t ≥2003 年では新規に購入する照明機器は 

全て LED ランプであるとする。蛍光灯の購入者は、

従来の蛍光灯の買替え者のみであるとする。以下で

は2003年以降での買替え回数を一度だけとするが、

こうした場合には、LED ランプ保有数をやや大きめ

に見積もることになる。 

この場合、時刻 t で浦安市民一人あたりが保有す

る蛍光灯の保有数 Sf (t )、および LED ランプの保有

数 SL (t ) は、それぞれ以下の式で与えられる。 
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添字 f、L は蛍光灯、および LED ランプを表し、R は

買替え数とする。また Si=11 (t ) = Sf (t )+SL (t ) である。

また、時刻 t での買替え数 Rf (t )、RL(t )はそれぞれ以

下のように与えられる。 
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これらの数量に対応する電気使用量は前章の式

(1)、(2) と類似の式によって算出できる。例示のた

め、η＝１とした場合の照明機器に関する電気使用

量の経年変化を Fig.5 に示す。実際の数量は当 Fig.5

のη倍の値である。当図では必要な定数値を文献
7,8,10,16,17) による値、またはそれらから示唆される値

（δ=一定= 0.25）を用いている。また、「買替え量」

は Rf (t)+RL(t) に対する、「購入量」は新規購入と買

替え購入の両者を含むものに対する電気使用量であ

る。 

 さらに、LED ランプは蛍光灯とは発光機構を異に

するので、技術的改良によって発光効率の経年的改

善(効率化)が将来にわたっても実現されるものとし

よう。LED ランプによって一定の光量を与えるため

に要する電気量 wL は、次式で与えられるとする。 

     ),;(0.1)( 0

LLLfL twtw −=       (15) 

ただし αL、βL、τ0
L  は定数、wf  は蛍光灯が一定の

光量を与えるために必要な電気量 7, 8) である。ここ

では αL = 0.7、βL = 0.07、τ0L =2030.2 とする。これら

の値は、Fig.3 のエネルギー効率曲線の平均値の時間

変化傾向が LED ランプ発光効率の経年変化傾向に

も適用できるとして算出したものである。 

LED ランプによる電気使用量は、Fig.5 に「LED

ストック」として示したとおりの変化で今後、ある

極大値に向かって増加することになる。しかし、t ～

2020 年でその増加傾向は終息し、その後は一定の漸

近値に向けて減少する傾向を持つものとなる。すな

わち今後、屋内の明るさは従来どおりに保たれるか

または増す傾向を有すると予想されるが、それにも

かかわらず、「LED ストック」値は時間的に減少す                  
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Fig.6 浦安市民の将来の電気使用量の 2013 年度比  

 

ることになる。これは、蛍光灯時代にはその個数の

増加で明るさを増したこととは異なる、別種のパラ

ダイムの時代となることを意味していよう。なお同

図中の「LED 効率化」曲線は「LED ストック」と「蛍

光灯ストック」との寄与の和、「従来値」は LED ラ

ンプでエネルギー効率化がなされない場合の値であ

る。 

t > 2015 では照明機器に関して上記のエネルギー

効率式(15)を用いる場合、その電気使用量 Ui=11 ( t ) 

および「その他の機器」（i =12）による使用量 Ui=12 

(t ) は各々、簡単に以下の式によって算出できる。 

)()/)(()(11 tYwtwtU fLi ==    (16) 

)()1()(12 tYtU i −==         (17) 

ただし Y (t ) は既述のとおり、Fig.4 に示した「照 

明機器他」の曲線値である。蛍光灯が残存する時期

には式(16)はやや低い値を、式(17)はやや高い値をそ

れぞれ与えることになる。また「その他の機器」の

一部がエネルギー効率に関して「照明機器」と類似

の時間推移をする場合には、これらが i =11 への寄

与となるようにη値を設定するものとする。これら

を用いれば、家電機器分を含めた一人あたりの年間

電気使用量 U (t ) (=Ui<11 (t )＋Ui=11 (t ) + Ui=12 (t )) が

算出でき、こうした値の 2013 年値との比をとれば、

これを 2013 年度比とすることができる。この経年挙

動を Fig.6 に示す。これを次章では「予測値」とし

て援用する。家電機器、照明機器ともにそれらの予

測値の不確定幅を±10%程度であるとすれば、特定

のηの値での予測値の不確定幅は±20% 程度とな

る。Fig.6 によれば、2030 年度における 2013 年度比

の電気使用量はη=( 0.0, 0.25, 0.5, 1.0 )の場合、それ

ぞれ（0.98, 0.95, 0.91, 0.83）である。予測値の不確定

幅を考慮しても、2030 年度での電気使用量は 2013

年度比で 70%を大幅に下回ることはない。 

 

 

4. 家庭での電気使用量を左右する要因 

 

 民生部門での将来の電気使用量に影響を与え、省

エネ（の正負の方向）に寄与する市民レベルの要因

として、以下の 5 項目を考慮しよう。これらは浦安

市固有のものではなく、いずれの都市においても共

通した要因である。 

(1) 家庭における太陽光発電パネルや家庭用燃料

電池などのエネルギー源の導入：浦安市では 2003

年度から家庭での太陽光パネル設置費の助成制度を

確立し、2013 年度からは家庭用燃料電池システム設

置のための助成制度も創設した｡19)  市民１人当た

りの太陽光発電出力数 Zs ( t ) [MWh/年/人] の増加

傾向は、2013 年度までのデータ 16) を用いれば以下

のジグモイド関数でよく近似できる。 

  
)18()274.0,0.2013;(03.0

)(/)274.0,0.2013;(6.4)(

t

tPtHtZ s







=

　　　
 

ただし P (t ) は浦安市の人口、H は年間の発電時間

（千葉県ではほぼ 1000 時間）20）である。上式によ

れば、発電量には上限値が存在する。Zs (t ) が大き

く増えない理由は浦安市では集合住宅の占める割合

が高く、こうした住宅での太陽電池パネルの設置が

困難であることによる。家庭用燃料電池も太陽光発

電と類似の時間挙動傾向で同程度の導入量が達成さ

れるとする場合、これらからの寄与による省エネ電

力分 Ψ1(t ) の程度は、 t≫2015 年において O 

(Ψ1(t))= 0.04U (t )  の程度となる。ただし O (x ) 

は量 x のオーダを表わし、U (t ) は既述の予測値で

ある。 

 (2) 家屋の断熱構造化への改造：一般に、この種

の改造は家屋の改築やリフォームに際してなされる。

改築に際して被層ガラスや断熱材などを用いる改造

希望者 21) は約 20％、家屋の改築寿命を 30 年、改築

は一戸建て住宅（浦安市の全世帯数に対するその世

帯数の比は既述のとおり、約 0.2）のみとすれば、今

後の家屋の断熱構造化による１人当たりの省エネ電

力分 Ψ2(t) は、以下の程度となる。 

)19()()(
30

)2015(2.02.0
))(( 22 tUt

t
tO 

−
=

ただし、断熱構造化した住宅数の増加とともに、そ
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れに起因する節電分も時間とともに増加するとして

いる。また、Ω2(t ) は以下で定義される因子である。 
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ここで w、S、T は前章までに定義された変数、上付

き添字 S は家屋改造後の冷暖房関連機器に対応す

る値を示す。いま、上式右辺の第一因子の値を～0.4、

第二因子を～0.5 とする場合、Ψ2(t)は O (Ψ2(t))= 

3×10-4 (t-2015)U (t ) となる。 

(3) スマートメータや HEMS などの設置に基づく

省エネ：これらの消費電力管理・制御システムはエ

ネルギー消費を自動的に制御するとともに、居住者

による過剰消費に対して注意を喚起し、それらをフ

ィードバックして省エネおよび省エネ行動につなぐ

とする意図を有している｡22,23,24)  現在、浦安市では

市内の住宅を対象とした電力や都市ガス消費の制

御・情報提供システムの設置計画が進みつつある。

和泉市や京阪奈地区での数十世帯を対象としたこの

種の情報提供システム設置試験 25) では、テレビ、高

機能便座、厨房機器などの電気使用量の日負荷曲線

や平均値などを各家庭に発信している。家族はこう

した情報をフィードバックすることで電気の過剰使

用を抑制した結果、テレビでは平均 3.4%、高機能便

座では 23%、電気ポットでは 33%などの省エネ行動

につながったとしている。また同様なシステムで、

平均 9%の省エネが達成されたとする報告 25) もある。

スマートメータやHEMSの設置によって電気の有効

利用や電気使用量の「見える化」が促進され、それ

によって市民が常に省エネ行動を積極的に取るとす

る場合、この機構による省エネ電力分 Ψ3 のオーダ

は、以下の程度となる。 

 )()())(( 33 tUfttO =            (21) 

ただし f はこの種のシステムを設置する家庭の割合

であり、Ω３(t ) は以下に与える因子である。 
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ここで上付き添字 SはスマートメータやHEMS設置

後の各機器の値である。近い将来、浦安市では O (f ) 

=1.0 になるとし、Ω３(t) ＝0.1 とする場合、Ψ3(t)

は O (Ψ3(t))= 0.1 U (t ) の程度となる。 

(4) メディアを利用した省エネ広報の拡大と省エ

ネ行動への誘起：上記(1)~(3) はハードシステムの設

置によるものであるが、近隣の家庭やコミュニティ

での状況と消費者自身の状況との比較情報を与える

ことによっても、省エネ行動の促進につながること

が指摘されている｡26,27,28)  すなわち、周囲の社会の

平均的傾向とコミュニティ内での自身の相対的位置

情報とが、当人にとっての重要な行動規範となるの

である。こうした人々の傾向を利用した省エネ戦略

の一例は Opower によるものであろう｡27,29) Opower

は定期的に当人や当人の属するコミュニティの平均

的な省エネの程度を知らせる冊子を配布したが、

人々はこれによって競合して省エネ行動にフィード

バックしたため、有効な効果があったとしている。

試みた米国の 60 万世帯での効果は家庭ごとに異な

り均質ではなかったが、平均 0.3～6.3%の節電効果

があり、投入費用当たり～2%節電/(10.2$/年/戸) で

あった。こうした効果は情報提供後、約 1 ヶ月から

顕著となるが、情報提供を停止すれば家庭での省エ

ネ努力も消失することが予想される。情報提供とと

もに何らかのインセンティブを提供する方法によっ

ても省エネ効果は現れるとする報告 28) はあるが、

この種の方法では常に人々に刺激を与え続けておく

必要がある。 

2011 年の夏季、我が国では全国的な電力危機に遭

遇したため、行政や電気事業者は大規模な節電キャ

ンペーンを実施した。そうしたキャンペーンはその

後も継続されたため、東京での 2011～2013 年夏季の

電力使用量は、2010 年のそれに比していずれの年も

約 10%程度低下したとされている｡31) 人々のこう

した自主的な省エネ行動は異常とも言える社会環境

の下で行われたものであったとはいえ、節電キャン

ペーンに応答して行われたものであれば、これはメ

ディアを利用した人々への訴求が有効であることを

物語るものであるといえよう。しかし、平常な社会

環境での応答については定量的観測はない。また、

人々の省エネやエコロジカルな態度を説得によって

変容させようとする試みの困難さについては、広く
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指摘されているところでもある｡27) 

メディアやオピニオンリーダによるキャンペーン

は個々人の態度を変容させ、社会の平均値を動かす

直接的な効果を持ち得るが、それに加え、その事項

に関して人々相互のコミュニケーションを誘起する

効果も無視できない。これはコミュニティの人々に

ある特定方向への行動を喚起し、それが社会的圧力

として周囲の人々に波及し、社会的に大きな影響を

及ぼすことになるためである。HIV キャンペーンは

こうしたものの一例であるが、そこではキャンペー

ンの規模に依存して人々の態度変容量が現出したと

報告されている｡32, 33)  一方、1990 年代～2000 年代、

米国で行われた禁煙キャンペーンの分析 34) によれ

ば、1985 年から 2003 年でのキャンペーンでは年間 2

億ドルから 9 億ドルが投入され、この間に成人の喫

煙者は 29.5%から 18.6%に減少したとされている。

資源投入の補正なども行えば、喫煙者の態度変容は

10 年間で 10％、その効果のコストは 22.18$/年/人 程

度であるとしている。 

こうした情報をもとに、将来、浦安市で十分な省

エネキャンペーンが継続して実施される場合には、

その効果 Ψ4 は O (Ψ4(t)) = 0.1 U (t ) の程度とな

ろう。 

 (5) グローバルな温暖化や都市化による夏季およ

び冬季の気温の変化：浦安市が将来、いかに温暖化

するかについては明確ではない。浦安市の温暖化要

因は、(ⅰ) 温室効果ガスの大気中蓄積に起源するも

の、および (ⅱ) 都市化によるヒートアイランド効

果に起源するものである。 

(ⅰ) に関する西暦 2006 年以降の気温変動の傾向

は、GCM によって外挿した IPCC シナリオ 35) によ

れば、低い温室ガス放出シナリオ(RCP2.6)では今世

紀末に信頼度 90%の範囲で全世界平均 1.0±0.4℃、

高い放出シナリオ(RCP8.6)では 3.7±0.7℃だけの気

温上昇となる。しかし、実際には地域ごとの変動幅

や各年ごとの気温の揺らぎは大きい。さらに、季節

的にも均質な変動ではなく、北日本では冬季には温

暖化が進むが，夏季には従来の気温と大幅に変わる

ことはないとする予想 36) もある。 

一方、都市化による浦安市の温暖化を示唆する結

果 37) はあるが、定量化は困難である。我が国の都市

一般についてみれば、都市化による気温の上昇程度

は地球温暖化の程度と同程度であるとする分析 38) 

もある。ここではそれを採用しよう。 

 東京における住宅系街区の電力需要と気温との関

係に関する調査結果 39) によれば、温暖化による冷

房需要増加による使用電力増加率 ξs は ～17.0%/℃、

冬季の寒冷化による暖房需要増加率 ξw については 

～10.6%/℃ 程度である。従って 

  )()()()(2)(6 tUtTttt wwss −     (21) 

ただし φs 、φw は年間に占める夏季、冬季の日数

割合、⊿T は上記機構(ⅰ)による浦安市内での平均

気温上昇度であり、右辺の因子２は機構(ⅰ)と(ⅱ)

の両者を考慮したことによる。従って、Ψ６ のオー

ダは 

)22()()2015(001.0

3300/)()2100()2015())(( 6

tUt

tUTttO

−

−=

　　　　
  

の程度となる。ただし⊿T(2100) は機構(ⅰ)による

2100 年での気温上昇度である。 

 以上の因子(1)～(5)を考慮し、省エネ効果は重なり

あいや相乗効果の現出もなく、単純に足し合わせる

ことができるとしよう。浦安市民のこうした節電努

力も含めた場合、時刻 t での浦安市民１人当たりの

年間電気使用量 EU (t) は以下に与えられるものと

なる。 
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ただし、係数の算出には t =2030 を用いている。す

なわちこの場合、市民レベルでの省エネ行動によっ

て、予測値の 23％程度の節電が期待できることにな

る。 

 上記の因子(4)はいわゆるパブリックリレーショ

ンズに分類されるものであり、そうした「説得」に

応えて、浦安市民は具体的な節電につながる(1)~(3)

の行動をとることになるとも考えられる。因子(4)は

動機付けの因子であり、直接的な節電行動ではない

とすれば、浦安市民１人当たりの年間電気使用量は

以下で与えられるものとなる。 
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従ってこの場合、約 13%の節電が可能となる。 

 以上のことから、各家庭ごとの節電努力によって

13～23%の省エネが可能となると予想される。この

削減量は 2030 年での年間電気使用量に対するパー

セント値であるが、それはオーダの推定にすぎない

ことに注意すれば、2013 年度との比で表した削減量

もまた、推定誤差の範囲内でほぼ、この値になると
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みなすことができよう。 

 

 

5. おわりに 

 

 当報文では 2015 年以降、浦安市民が家庭で消費

する電気量をボトムアプ方式で予測した。この場合、

大型電気機器類の保有数やエネルギー効率の経年変

化はジグモイド関数で表現できるものとした。また、

実際の電気使用量とこれら大型機器類による電気使

用量との差は、「照明機器」および「コンセントを利

用するその他の電気機器（その他の機器）」による消

費によるものであるとして、「照明機器」や「その他

の機器」の保有数変動を予測した。2003 年以降の照

明機器はしだいに LED ランプに置換されるとし、ま

た個々の家庭での使用量削減要因なども考慮して、t 

＞2015 年での浦安市民の電気使用量を算出した。こ

の結果、以下のことがわかった。 

(1) 省エネの観点からは、LED ランプやコンセン

ト利用の家電機器のエネルギー効率が良好に改善さ

れ続けることが重要となる。例えば従来の大型家電

機器と同様に、30 年間で約 3 倍の効率改善が続く場

合には、2030 年度では 2013 年度比で最大 17%の電

気使用量の削減が可能となる。ただしこれはη=1 

の場合であり、ηは大型家電機器を除いた機器によ

る電気使用量に対する照明機器（および、これに類

似する電力消費特性を有する機器）のみによる使用

量の比である。 

 資源エネルギー庁の見通しによれば、家庭部門で

の省エネルギーは 2030 年度で 2013 年度の 19％減に

なるとされている｡40)  この値は上記のη=1 の場合

に近いが、一般にはη＜1 であり、見通しの実現の

ためには、次項(2)の個々の家庭での節電努力が期待

されることになる。 

(2) 個々の家庭での省エネ諸要因を考慮すれば、

年間の電気使用量をさらに 13～23%程度、引き下げ

ることができる。前項の値とあわせ、η=1 の場合、

2030 年度には 2013 年度比で最大 30～40％程度の使

用量削減が可能となることになる。予測の不確定性

を考慮すれば浦安市の場合、地球温暖化防止のため

2030 年度で家庭部門での電気使用量を現在より

40％程度、削減する 2) ことは可能なようにもみえる。

しかし、こうした数値 30～40％はいわば「理想的な

仮定のもとでの最大値」であり、容易な達成は困難

であろう。 

(3) 前項(1)はLED化の推進などによる電気使用量

の削減，(2)は各家庭での努力による使用量削減であ

る。上記の 40%の削減達成のためには、後者(2)によ

る削減行動を強く動機付け、サポートする官民の体

制やシステムの存在が欠かせない。各種の補助金制

度の新設や家庭レベルの経済的なインセンティブ導

入などがこれに当たる。 

家庭レベルでの省エネ行動は市民各人の個人的努

力に負うか、またはライフスタイルの変容を要する

ものも少なくない。こうした性向を定着させるには

常に外部からの働きかけが必要で、かつ重要なもの

となる。そうした観点からは、行政や企業などが種々

の省エネキャンペーンを継続し続けることは、たと

えそれらが直ちに効果を表さない場合であっても意

味のあることとなる。一方、市民の中にあっては、

コミュニティ内で人々に省エネ行動を勧める草の根

運動も、今後は重要視されるものとなろう。 
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 The estimate of electricity demand in future was made for the household sector of Urayasu city as an example. 

Assuming the consuming groups of electricity which are large-type electricity appliances and room lights and other 
appliances, the electricity demand from those groups were estimated by the bottom-up method with the introduction 

of Sigmoid function. The extent of energy-saving made on a level of citizens as responses of public relations were 

also estimated. It became clear that the possible reduction of electricity use originating from the domestic electricity 

appliances and its total reduction including the energy saving effort by citizens in 2030 is maximum ~17% and 
30~40% of the use in 2013, respectively. 

         

Key Words: Domestic household sector, Electricity demand, Future prospect, Energy saving, Urayasu 

city 
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